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告　　　　　示

福岡市告示第133号

　地方自治法第243条の 2 第 1 項の規定に基づき、歳入の徴収の事務を次のように委託し

たので、同条第 2項の規定により告示する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

委託事務 委託の相手方
指定を

した日

委託を

した日
委託期間

近鉄ファシリ

ティーズ・高見

沢サービス共同
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博多駅筑紫口自

転車駐車場の駐

車料の徴収事務

事業体

代表者　大阪

市中央区難波

二丁目 2番 3

号

近鉄ファシ

リティーズ

株式会社

令和 6年

4月 1日

令和 7年

4月 1日

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

福岡市告示第134号

　災害対策基本法第49条の 4第 1項の規定に基づき、指定緊急避難場所を指定したので、

同条第 3項の規定により次のように公示する｡

　　令和 7年 5月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

　指定緊急避難場所

　　地区避難場所

　　　屋外

　　　　西区

 （○：指定、－：未指定）

名称 所在地
対象とする異常な現象の種類

浸水 土砂 高潮 地震 津波

玄界島公園 西区大字玄界島 ○ － ○ ○ ○

福岡市告示第135号

　宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第 1項及び第26条第 1項の規定に基づき、宅地造

成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を次のように指定するので、同法第10条第 4項

及び第26条第 4項の規定により公示する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　区域の表示

　　別図のとおり

2　指定年月日

　　令和 7年 5月26日
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公　　　　　告

福岡市公告第162号

　福岡県知事による都市計画事業の認可の告示があったので、都市計画法第66条の規定に

より次のように公告する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　都市計画事業の種類及び名称

　　福岡広域都市計画道路事業 3・ 4・ 1 -214号周船寺駅南線

2　施行者の名称

　　福岡市

3　事務所の所在地

　　福岡市中央区天神一丁目 8番 1号

4　事業地の所在

　　 福岡市西区大字飯氏字柳、字原尻、字双田、字横田、字鏡原及び字原辻、並びに大字

周船寺字カハクボ及び字リキサタ地内

福岡市公告第163号

　都市計画法第62条第 2項の規定に基づき、福岡県知事による都市計画事業の認可に伴い

送付を受けた図書を次のように公衆の縦覧に供するので、都市計画法施行規則第49条の規

定により公告する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　縦覧場所

　　福岡市中央区天神一丁目 8番 1号

　　　福岡市役所（道路下水道局計画部道路計画課）

2　縦覧に供する図書

　 　福岡広域都市計画道路事業 3・ 4・ 1 -214号周船寺駅南線に係る事業地を表示する図

面及び設計の概要を表示する図書

福岡市公告第164号

　計量法第19条第 1項の規定に基づき、特定計量器の定期検査を行うので、同法第21条第

2項の規定により次のように公示する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　
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1 　集合定期検査

　あ　集合定期検査を行う区域

　　　西区

　い　対象となる特定計量器

　　 　計量法第19条第 1 項に規定する特定計量器（ひょう量が300キログラム以下のもの

に限る。）。ただし、特定計量器検定検査規則第39条第 1項各号のいずれかに該当す

る特定計量器を除く。

　う　実施の期日及び場所

検査期日 検　査　時　間 検　査　場　所

7月 1日 午前10時30分から午後 1時まで 愛宕浜公民館（小呂分館）

7月 2日 午前10時30分から午後 3時まで 元岡公民館

7月 4日 午前10時30分から午後 2時まで 玄界公民館

7月 8日 午前10時30分から午後 3時まで 今宿公民館

7月 9日 午前11時から午後 2時30分まで 市営渡船能古待合所

7月10日

午前10時30分から午後 3時まで

姪浜公民館

7月11日 周船寺公民館

7月16日 福岡市漁業協同組合　西浦支所

7月18日 福重公民館

7月22日 福重公民館

7月31日 姪浜公民館

　なお、上記の期日及び場所において検査を受けることができない者は、次に掲げる

期間及び場所において検査を受けなければならない。

検　査　期　日 検査時間 検　査　場　所

令和 7 年 5 月16日から令和 8 年 3 月31日ま

で。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律に規定する休日並びに令和

7 年12月29日から令和 8 年 1 月 3 日までを

除く。

午前10時から

午後 4時まで
福岡市計量検査所

2　集合定期検査を行わせる指定定期検査機関の名称

　　一般社団法人　福岡県計量協会
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水　　道　　局

福岡市水道局公告第16号

　地方自治法第234条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により調達契約を締結するの

で、地方自治法施行令第167条の 6 及び福岡市水道局契約事務規程第 5 条の規定により次

のように公告する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市水道事業管理者　　中　　村　　健　　児　　　　

1　電子入札に付する事項

業　　種 件　　　　　　名 備　考

一般土木Ａ 小呂島簡易水道浄水場法面本復旧工事

総合評価落

札方式電気Ａ

番托取水場非常用発電設備更新工事

夫婦石浄水場非常用発電設備更新工事

夫婦石浄水場排水処理電気設備更新工事

電気Ａ又は

Ｂ
多々良浄水場臭素酸濃度自動計測装置更新工事

機械
多々良浄水場フロキュレータ№ 1修理

高宮浄水場フロキュレーター撹拌板・軸修理

管 1種Ａ

西区下山門 4丁目地内配水管布設工事（概算数量設計）

博多区住吉 2、 3丁目地内配水管布設工事

中央区草香江 1 丁目地内外 1 件配水管布設工事（概算数量

設計）

管 2種Ｃ
博多区空港前 1、 2丁目地内φ700mm配水管布設工事

東区名島 2丁目地内外 1件配水管布設工事

2　詳細は、入札説明書による。

3　入札説明書を次のとおり配布する。

　あ　方法

　　　入札情報サービスシステムにより配布する。

　　　ＵＲＬ　 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku-info/keiyaku_hp/

contract_index.html

　い　期間

福岡市公報 第7147号

－ 6 －

令和７年５月26日



　　　この公告の日から令和 7年 6月 2日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

　う　時間

　　　午前 6時から午後10時まで

福岡市水道局公告第17号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（以下「特例政令」

という。）の規定が適用される調達契約等について、随意契約の相手方を決定したので、

特例政令第12条及び福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程第 9条の規定により次

のように公告する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市水道事業管理者　　中　　村　　健　　児　　　　

随意契約に係

る物品等又は

特定役務の名

称及び数量　

契約に関す

る事務を担

当する組織

の名称及び

所在地　　

随意契約

の相手方

を決定し

た日　　

随意契約の相

手方の氏名又

は名称及び所

在地　　　　

随意契約に係る

契約金額　　　

随意契約

の理由　

水道料金系シ

ステム運用保

守業務委託　

福岡市博多

区博多駅前

一丁目28番

15号　　　

水道局総

務部営業

企画課　

令和 7年

3月28日

東京都港区芝

五丁目 7番 1

号　　　　　

日本電気株

式会社　　

76,996,700円

特例政令

第11条第

1項 第 2

号該当　

福岡市水道局公告第18号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（以下「特例政令」

という。）の規定が適用される調達契約等について、随意契約の相手方を決定したので、

特例政令第12条及び福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程第 9条の規定により次

のように公告する。

　　令和 7年 5月26日

福岡市水道事業管理者　　中　　村　　健　　児　　　　
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随意契約に係

る物品等又は

特定役務の名

称及び数量　

契約に関す

る事務を担

当する組織

の名称及び

所在地　　

随意契約

の相手方

を決定し

た日　　

随意契約の相

手方の氏名又

は名称及び所

在地　　　　

随意契約に係る

契約金額　　　

随意契約

の理由　

多々良浄水場

計装設備点検

業務委託　　

福岡市博多

区博多駅前

一丁目28番

15号　　　

水道局総

務部契約

課　　　

令和 7年

3月31日

東京都千代田

区神田須田町

一丁目25番地

メタウォー

ター株式会

社　　　　

53,130,000円

特例政令

第11条第

1項 第 1

号該当　
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